
 

 

令和元年最低賃金に関する基礎調査の概要 
 

 

１．調査の目的 

中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握し、中央

最低賃金審議会、地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資するこ

とを目的として、統計法（平成 19 年法律第 53号）に基づく一般統計調査として実施する

ものである。 

 

２．調査対象の範囲  

（１）地域別範囲 

全国 

（２）属性的範囲 

日本標準産業分類に基づく次の産業に属する民営事業所のうち、（ア）及び（イ）

の産業については常用労働者 100 人未満を雇用している事業所とし、その他の産業

については常用労働者 30人未満を雇用している事業所。 

ただし、次の産業以外の産業において特定最低賃金が設定されており、当該特定最

低賃金の審議に必要な場合は、次の産業以外の産業であっても調査の対象とした。ま

た、特定最低賃金が設定されている産業が、常用労働者 30人若しくは 100 人以上を

雇用している事業所が多くを占めており、特定最低賃金の審議に必要な場合は、30人

若しくは 100 人以上を雇用している事業所も調査の対象とした。 

（ア）製造業(E) 

（イ）情報通信業(G)のうち新聞業(G413)及び出版業(G414) 

（ウ）卸売業，小売業(I) 

（エ）学術研究，専門・技術サービス業(L) 

（オ）宿泊業，飲食サービス業(M) 

（カ）生活関連サービス業，娯楽業(N) 

（キ）医療，福祉(P) 

（ク）サービス業（他に分類されないもの）(R) 

 

３．調査事業所 

（１）数 

78,354 事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（平成 29 年次フレーム）を母集団とし、都道府県別、

産業別、事業所規模別に層化無作為抽出により選定した。目標精度は、影響率（※）

について設定し、都道府県別の標準誤差率を概ね５％以内に定めた。 

※ 最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合 

 

調査事業所数 標本事業所数 回収率 

78,354 36,944 47.2% 

 

  



 

 

 

４．調査事項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和元年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和元年６月１日現在〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容〔令和元年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和元年６月分〕 

ハ 基本給額（見込額）〔令和元年６月分〕 

二 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、その他の手当（各見込額）〔令和元年６月

分〕 

ホ 月間所定労働日数〔令和元年６月分〕 

ヘ １日の所定労働時間数〔令和元年６月分〕 

 

５．調査方法 

（配布）厚生労働省労働基準局が委託する民間事業者から調査事業所あてに郵送。 

（回収）調査事業所から都道府県労働局あてに郵送。 

 

６．調査期間 

令和元年５月 17 日～６月 14 日（長野県の特定最低賃金が設定されている一部産業の

み令和元年８月 16日～８月 30日） 

 

７．調査結果の公表 

（１）公表方法 

厚生労働省ホームページ及び e-Stat に集計表を公表。 

（２）集計方法 

都道府県別、産業別、事業所規模別の標本労働者数を、事業所母集団データベース

（平成 29年次フレーム）に基づく母集団労働者数に復元した上で集計。 

 

８．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「計」等と表章している数値と

一致しない場合がある。 

（３）各集計表では、時間当り所定内賃金額が表側に設定した金額以下の累積労働者数

や累積労働者の割合を掲載している。なお、1500 円以上の金額については設定し

ていない。 

（４）集計表中の「(0.0)」は、割合が 0.05 未満であることを示し、空欄は、該当する数

値がないことを示す。 

 

９．集計表中の「★１」及び「★２」の解説 

★１ 上段の数値は、令和元年度の最低賃金額の改正前に、最低賃金額を下回っている

労働者の数を表し、下段の括弧内の数値は、当該労働者の割合（未満率）を表す。 

★２ 上段の数値は、令和元年度の最低賃金額の改正後に、改正後の最低賃金額を下回

ることとなる労働者の数を表し、下段の括弧内の数値は、当該労働者の割合（影

響率）を表す。 

 


